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●「再商品化実施委託単価」算出の計算式 

 

           

 

 

 
＜平成 26 年度再商品化実施委託単価の算出根拠＞ 

 

①市町村 

引取り 

見込量 
（トン） 

②再商品化

事業者見込

委託単価 
（円／トン） 

③協会経費
（千円） 

④再商品化 

総費用 
（千円） 

≒（①×②）

＋③ 

⑤特定事業者

等からの再商

品化実施委託

申込み見込量
（トン） 

⑥平成 26 年度

再商品化実施

委託単価 

≒④÷⑤ 
（円／トン） 

 無色 114,000 4,800 90,178 637,378 145,000 4,400

ガラスびん 茶色 128,000 5,200 90,178 755,778 124,000 6,100

 その他色 125,000 6,900 90,178 952,678 110,000 8,700

ＰＥＴボトル   7,400 47,300 669,191 ＊1,019,211 270,000 1,500

紙製容器包装 6,250 7,000 407,001 450,751 33,730 14,000

プラスチック製容器包装 667,590 60,112 896,000 41,027,000 725,100 57,000

注１）上表の①引取り見込量及び②再商品化事業者見込委託単価は、協会が再商品化事業者へ委託料を支払う逆有償分が

対象です。協会は有償分を含めて再商品化を実施し、別に有償分に係る収入が見込まれますが、当該収入は市町村

に拠出されます。（PET ボトル・紙製容器包装は、逆有償分のみ計上） 

注２）端数調整のため、（①×②）＋③が④と等しくならない、また、④÷⑤が⑥と等しくならないというケースがあり

ます。 

＊ＰＥＴボトルは、平成 26 年度の有償入札収入見込額（約 92 億 4,500 万円）に関する預かり消費税（約 6億 8,500 万円） 

について、収支相償の原則のため、④再商品化総費用からその額を調整したうえで、委託単価を計算しています。 

 

（参考）平成 25 年度再商品化実施委託単価について 

 
＜平成 25 年度再商品化実施委託単価の算出根拠＞ 

 ①市町村 

からの引取

り見込み量 

（トン） 

②再商品化 

事業者 

見込み 

委託単価 

（円／トン）

③協会経費 

（千円） 

④再商品化 

総費用 

（千円） 

≒（①×②）＋

③ 

⑤特定事業者等

からの再商品化

実施委託申込み

見込み量（トン） 

平成 25 年度

再商品化実施

委託単価 

④÷⑤ 

（円／トン）

 無色 114,000 4,500 87,215 600,215 150,000 4,000

ガラスびん 茶色 128,000 4,900 87,215 714,415 129,000 5,500

 その他色 121,000 6,500 87,215 873,715 109,000 8,000

ＰＥＴボトル 18,000 23,000 743,140 1,157140 270,000 4,500
紙製容器包装 8,400 7,000 375,635 434,435 38,890 12,000
プラスチック製容器包装 686,458 59,086 817,000 41,378,000 875,500 48,000

注１）上表の①引取り見込量及び②再商品化事業者見込委託単価は、協会が再商品化事業者へ委託料を支払う逆有償分が

対象です。協会は有償分を含めて再商品化を実施し、別に有償分に係る収入が見込まれますが、当該収入は市町村

に拠出されます。（PET ボトル・紙製容器包装は、逆有償分のみ計上） 

注２）端数調整のため、（①×②）＋③が④と等しくならない、また、④÷⑤が⑥と等しくならないというケースがあり

ます。 

 

 

再商品化実施 

委託単価 
＝ 

①市町村からの引取り見込み量×②再商品化事業者見込み委託単価＋③協会経費 

         ⑤特定事業者等からの再商品化委託申込み見込み量 


